
国立大学法人一橋大学（法人番号9012405001282）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

改定なし

監事

改定なし

監事（非常勤）

改定なし

  ②  平成27年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成27年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　　国立大学法人一橋大学は、日本及び世界の自由で平和な政治経済社会の構築に資する知的、文
化的資産を創造し、その指導的担い手を育成することを使命とする。
　　一橋大学長は、常勤職員数500名を超える法人の代表として、その業務を総理するとともに、校務を
つかさどり、所属職員を統括して、経営責任者と教学責任者の職務を同時に担っている。
　　学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬2,791万円および事務次官の
年間給与額2,249万円と比較してもそれ以下となっている。
　　一橋大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえ
て決定しているが、学長の職務内容の特性は上記のとおり法人化移行前と同等以上であると言え、これ
までの業績評価の結果を勘案したものとしている。
　　こうした職務内容の特性や、民間企業等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

　 国立大学法人一橋大学役員給与規程により、役員賞与については、文部科学省国立大学法人評価
委員会が行う業務評価の結果を参考にして、その額の100分の10の範囲内で増減することができることと
している。

○平成26年11月19日に公布された給与法改正等の内容に準拠し、以下のとおり改定した。
・本給について約２％の引き下げ（経過措置として平成30年3月31日まで平成27年3月31日時
点の現給を保障）

○平成28年1月26日に公布された給与法改正等の内容に準拠し、以下のとおり改定した。
・本給について約0.1％引き上げ（経過措置として平成30年3月31日まで平成27年3月31日時
点の現給を保障）
・賞与支給割合について、0.05月分引き上げ

○平成26年11月19日に公布された給与法改正等の内容に準拠し、以下のとおり改定した。
・本給について約２％の引き下げ（経過措置として平成30年3月31日まで平成27年3月31日時
点の現給を保障）

○平成28年1月26日に公布された給与法改正等の内容に準拠し、以下のとおり改定した。
・本給について約0.1％引き上げ（経過措置として平成30年3月31日まで平成27年3月31日時
点の現給を保障）
・賞与支給割合について、0.05月分引き上げ



２　役員の報酬等の支給状況

平成27年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

21,285 13,548 5,796
2,032

0
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

17,309 10,944 4,682
1,641

41
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

17,292 10,944 4,682
1,641

24
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

17,268 10,944 4,682
1,641

0
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

600 600
（　　　　）

H27.6.15

千円 千円 千円 千円

1,800 1,800
（　　　　）

H27.7.1

千円 千円 千円 千円

1,800
（　　　　）

H28.3.31

千円 千円 千円 千円

1,800
（　　　　）

H28.3.31

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　 　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

E理事
（非常勤）

前職

D理事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

C理事

B監事
（非常勤）

A監事
（非常勤）

法人の長

A理事

B理事



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事
該当なし

　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

 職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、民間
企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考えられる。

　上記使命の実現にあたり、法人化後、多角的運営判断の重要性が増す中で、第三者
の視点から大学運営の職務を担っている。
　こうした職務内容の特性を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

　国立大学法人一橋大学の財産状態や理事の業務執行を監督し、その健全性を確保
する職務を担っている。
　こうした職務内容の特性を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

　国立大学法人一橋大学は、日本及び世界の自由で平和な政治経済社会の構築に
資する知的、文化的資産を創造し、その指導的担い手を育成することを使命としてお
り、学長は、常勤職員数500名を超える法人の代表として、その業務を総理するととも
に、校務をつかさどり、所属職員を統督して、経営責任者と教学責任者の職務を同時
に担っている。
　学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬2,791万円と比
較した場合、同水準以下であり、また事務次官の年間給与額2,249万円と比べてもそれ
以下となっている。
　こうした職務内容の特性や民間企業との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると
考えられる。

  上記使命の実現にあたり、各理事は、「総務、財務、情報化」、「教育・学生」、「研究、
国際交流、社会連携」の各分野を分担し、教育研究及び大学運営の職務を担ってい
る。
　理事の年間報酬は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬2,791万円と比較
した場合、同水準以下であり、また事務次官の年間給与額2,249万円と比べてもそれ以
下となっている。
　こうした職務内容の特性や民間企業との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると
考えられる。



４　役員の退職手当の支給状況（平成27年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【文部科学大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

判断理由

該当なし

該当なし

法人の長

理事

法人の長

理事

監事
（非常勤）

理事
（非常勤）

  国立大学法人一橋大学役員給与規程により、役員賞与については、文部科学省国立大学法
人評価委員会が行う業務評価の結果を参考にして、その額の100分の10の範囲内で増減するこ
とができることとしている。

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当なし

該当なし

理事
（非常勤）

法人での在職期間

監事
（非常勤）



Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成27年度における主な改定内容

　○平成26年11月19日に公布された給与法改正等の内容に準拠し、以下のとおり改定した。 

（本給表関係の改定内容）

・一般職本給表1級の全号俸及び2級の低位号俸は引き下げなし
・一般職本給表5級及び6級に8号俸の増設
・55歳超の特定職員に対する本給表等の1.5％減額支給措置は平成30年3月31日で廃止

（諸手当関係の改定内容）
・単身赴任手当の手当額引き上げ

（退職手当関係の改定内容）
・退職手当の調整額の引き上げ

○平成28年1月26日に公布された給与法改正等の内容に準拠し、以下のとおり改定した。 

（本給表関係の改定内容）

・本給表改定に伴う大学院担当調整額の改定（教育職2級）
・本給表改定に伴う昇格時号俸の改定

（諸手当関係の改定内容）
・初任給調整手当の手当額引き上げ
・勤勉手当支給月数の0.1月分引き上げ

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

・平成27年4月1日から、一般職本給表、技能・労務職本給表、教育職本給表、医療職A本給
表、医療職B本給表について平均0.4％引き上げ（経過措置として平成30年3月31日まで平成
27年3月31日時点の現給を保障）

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　国家公務員の給与水準を十分考慮し、国家公務員の例に準じた給与水準の決定を行ってい
る。また、採用の抑制、事務組織の改革、業務の合理化・簡素化等により人件費の削減に努め
ている。

　職員の勤務成績に基づき、一般職員については一般職員評価の評価結果を考慮の上、勤
勉手当の成績率の決定、昇給、昇格の実施を決定し、教育職員については教育職員評価の
評価結果を考慮の上、勤勉手当の成績率の決定を行っている。

・平成27年4月1日から、一般職本給表、技能・労務職本給表、教育職本給表、医療職A本給
表、医療職B本給表について平均２％引き下げ（経過措置として平成30年3月31日まで平成27
年3月31日時点の現給を保障）



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

480 47.4 8,476 6,195 105 2,281
人 歳 千円 千円 千円 千円

140 40.4 6,030 4,494 98 1,536
人 歳 千円 千円 千円 千円

336 50.2 9,508 6,913 108 2,595
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

    については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
    人数以外は記載していない。

【年俸制適用者】

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 43.2 7,488 7,488 16 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 43.2 7,488 7,488 16 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

20 43 5,268 5,268 165 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 41.6 3,642 3,642 139
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 44.3 6,894 6,894 192
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

注2：教育職種（外国人教師等）、その他の医療職種（医療技術職員）、その他の医療職種（看護師）につ
いては、該当者がないため、記載していない。

教育職種
（大学教員）

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注3：在外職員、任期付職員及び再任用職員については該当者がないため、記載していない。

事務・技術

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

平均年齢
平成27年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員

非常勤職員

常勤職員

人員

その他医療職種
（医療技術職員）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

教育職種
（外国人教師等）

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

区分 人員

うち所定内平均年齢
平成27年度の年間給与額（平均）

注2：常勤職員の教育職種(外国人教師等）、その他医療職種（医療技術職員）、及びその他医療職種（看護師）

注3：在外職員、任期付職員、再任用職員及び非常勤職員については該当者がないため、記載していない。

医療職種
（病院医師）

その他医療職種
（看護師）

うち賞与区分

事務・技術

総額

医療職種
（病院看護師）



②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕



③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

1
部長 2

19 53.0 8,532
14 51.8 7,383
47 42.5 6,043
5 37.7 5,194

52 30.3 4,263

（大学教員）

平均
人 歳 千円

183 53.5 10,762
78 44.6 8,689
15 37.3 6,931
4 35.5 6,192

56 51.5 6,835

④

（事務・技術職員）
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

60.9 60.9 60.9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 39.1 39.1 39.1

％ ％ ％

         最高～最低 53.7～35.6 49.9～36.0 51.8～35.8
％ ％ ％

61.9 61.8 61.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

38.1 38.2 38.2
％ ％ ％

         最高～最低 43.2～35.0 43.5～35.3 42.0～35.2

（教育職員（大学教員））
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

59.9 60.1 60.0
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 40.1 39.9 40.0

％ ％ ％

         最高～最低 47.3～35.6 49.5～36.0 48.3～35.8　
％ ％ ％

62.3 62.0 62.2
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.7 38.0 37.8

％ ％ ％

         最高～最低 47.3～35.1 49.9～35.4 48.7～35.2

講師 8,029～5,948
助教 6,708～5,855
助手 7,519～4,356

千円

　代表的職位

教授 14,679～7,895
准教授 10,667～6,729

主任 6,627～4,498
一般職員 6,205～3,360

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

課長、室長、事務長 9,025～7,722
　　課長代理、室長代理、事務長代理 7,709～7,046

係長 7,596～4,713

年間給与額
（最高～最低）

千円

　代表的職位

局長

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

賞与（平成27年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

一律支給分（期末相当）

分布状況を示すグループ 人員

注：局長及び部長の該当者は2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢及
び年間給与額は表示していない。

平均年齢

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一般
職員

一律支給分（期末相当）



３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

103.2

４　モデル給与
事務系職員　22歳（大卒初任給、独身）　月額176,700円　年間給与2,829,584円
事務系職員　35歳（係長、配偶者・子1人）　月額335,685円　年間給与5,448,265円
事務系職員　45歳（課長代理、配偶者・子2人）　月額438,035円　年間給与7,181,568円
教育職員　　 28歳（講師、独身）　　　　　月額335,800円　年間給与5,558,833円
教育職員　　 35歳（准教授、配偶者・子1人）　月額489,670円　年間給与8,062,176円
教育職員　　 45歳（教授、配偶者・子2人）　月額607,315円　年間給与10,102,163円

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

（参考）対他法人　　　　　　　　　110.9

内容

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　　　97.1

・年齢勘案　    　　　　　    　　　　98.5
項目

・年齢・地域勘案　　　　　　　　　　98.5

講ずる措置

（法人の検証結果）
【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　52.4％
（国からの財政支出額　6,027百万円、支出予算の総額　11,495百
万円：平成27年度予算）

【累積欠損額について】
累積欠損額0円（平成26年度決算）

【大卒以上の高学歴者の割合について】
81.4％（常勤140名中114名）

【検証結果】
  支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は52.4％となっ
ているが、対国家公務員の指数の状況については地域勘案、学歴
勘案、地域・学歴勘案のいずれの指数も100以下のため、適切な給
与水準であると考えている。

　給与水準の妥当性の
　検証

（文部科学大臣の検証結果）
 給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること
等から給与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の
維持に努めていただきたい。

・年齢・地域・学歴勘案　　　　　　98.1

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

今後も適切な給与水準の維持に努めていく。

　職員の勤務成績に基づき、一般職員については一般職員評価の評
価結果を考慮の上、勤勉手当の成績率の決定、昇給、昇格の実施を決
定し、教育職員については教育職員評価の評価結果を考慮の上、勤勉
手当の成績率の決定を行っている。

なお、平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））との
給与水準（年額）の比較指標である。

注：上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成27
年度の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標



Ⅲ　総人件費について

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

・給与、報酬等支給総額　　対前年度比　0.1％減

　平成27年給与改定による本給表改定（平均+0.4%）、新規採用の抑制等の影響による。

・退職手当支給水準の引き下げ

・最広義人件費　対前年度比　約1.6％減

Ⅳ　その他
特になし。

4,819,975

区　　分

給与、報酬等支給総額
4,869,724 4,843,098 4,824,902

598,947 717,537 379,480 462,409

692,268

4,634,509 4,630,790

1,070,558 1,159,001 1,173,549
非常勤役職員等給与

6,862,265 6,996,5647,323,4617,189,599

退職手当支給額

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

300,859

1,286,738

547,274

803,813

最広義人件費

1,193,416

660,163 689,275

1,060,765

　「国家公務員の退職手当の支給水準の引き下げ等について」（平成24年8月7日
閣議決定）に基づき、引き下げ措置を行っている。

　上記の理由等を総合した影響による。

7,325,368 7,211,385

福利厚生費
729,816 759,776
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